
 
 
 
 
 

令和元年１２⽉１１⽇ 
⼤洲河川国道事務所 

 

 

 

国道５６号の災害復旧について  
〜全区間規制解除〜 

 

 平成３０年７⽉豪⾬で被災した国道５６号は、愛媛県宇和島
う わ じ ま

市吉⽥町
よしだちょう

⽴間
た ち ま

地区において⽚

側交互通⾏を実施し、災害復旧⼯事を進めてきました。 

 ⽴間地区の⼯事は１２⽉１５⽇（⽇）に完了し、⽚側交互通⾏を解除します。 

これで平成３０年 7 ⽉豪⾬災害による国道５６号の⽚側交互通⾏は全て解除されます。 

  

本施策は、四国圏広域地⽅計画の広域プロジェクト【No.1 南海トラフ地震を始めとする⼤規模災害
等への「⽀国」防災⼒向上プロジェクト】に該当します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
国⼟交通省 四国地⽅整備局 ⼤洲河川国道事務所 TEL(0893)24-6526 
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 （内線２０５） 
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 （内線４３１） 
 

問い合わせ先（○は主な問い合わせ先） 
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徳島県

香川県

国道56号
被災箇所

立間地区

凡例

：国道５６号被災箇所

片側交互通行区間 延長 ０．２ｋｍ
【１２月１５日 片側交互通行の解除】
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被災状況

H30.7.7撮影

別紙

国土地理院・地理院地図を使用し、位置名称等を追記したものである。

R1.10.17撮影

復旧状況

R1.12.10撮影

白浦地区
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【１０月２８日 片側交互通行区間の短縮（延長０．９ｋｍ→０．４ｋｍ）】
【１１月１６日 片側交互通行の解除】
※白浦地区については先行して規制解除しました
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